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令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 

 

各 都 道 府 県 ト ラ ッ ク 協 会 会 長 殿 

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関本部長 殿 

 

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 

公益社団法人 全日本トラック協会 

会 長   寺 岡 洋 一 

（公 印 省 略） 

 

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」 

の一部改正等について 

 

平素は当協会の業務運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、物流・自動車局貨物流通事業課長、物流・

自動車局安全政策課長、物流・自動車局旅客課長の連名で、別添通達に添付されている新

旧対照表のとおり「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」

の一部が改正されました。 

また、国土交通省から、評価を行う第三者機関として、黒井産業株式会社を認定した

との通知がありました。 

つきましては、貴協会におかれましても本趣旨をご理解のうえ、傘下の会員事業者に

対する周知徹底方をお願い申し上げます。 

以 上 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

公益社団法人 全日本トラック協会 交通・環境部 

電話：０３－３３５４－１０４５  


